
第２回八千代市青少年センター運営協議会 

 

■開 催 日 時   令和８年２月５日（木）１０：００～１１：３０ 

■場 所   八千代市教育委員会 大会議室 

■議    題   １ 令和７年度 活動報告について  

          ２ 令和８年度 活動計画について  

          ３ 青少年を取り巻く SNS の現状について 

           ・令和７年度八千代市青少年センターネット安全教室 

          ４ その他             

 

■出 席 者   八千代市青少年センター運営協議会委員 １０人 

■事 務 局   指導課１人，青少年センター３人 

■公開・非公開の別   一部非公開 

■傍 聴 人   ０人（定員５人） 

■審 議 内 容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【公開】 
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会に先立ちまして，青少年センター所長よりご挨拶いたします。 

 

―――青少年センター所長挨拶――― 

 

会に先立ちまして，お手元の資料の確認をいたします。まず１つ目が

事前にお渡しした「令和７年度第２回青少年センター運営協議会資料」。

２つ目が今年度「広報やちよ」に掲載されたものになります。３つ目が

八千代市青少年センター補導委員連絡協議会の「かけはし」です。４つ

目が令和７年度青少年センターネット安全教室のアンケート結果３枚。

５つ目が本日のパワーポイント資料になります。最後に，本日の座席表

になります。不足はありませんか。 

本日は現在のところ，９名の委員の皆様に御出席いただいております。

委員の過半数以上の御出席をいただいておりますので，八千代市青少年

センター設置条例施行規則第６条の規定により，本会議は成立いたしま

すことをご報告いたします。なお，本会議は情報公開制度の一環として

発言を録音させていただきます。ご了承ください。 

ただいまより第２回八千代市青少年センター運営協議会を始めます。 

はじめに，委員長挨拶。A委員長お願いします。 

 

―――――委員長挨拶――――― 

 

それでは，本日の議題である報告・協議に入ります。 

はじめに（１）令和７年度活動報告について事務局からお願いいたし

ます。 

 

本日は御多用のところ御出席くださりありがとうございます。 

この運営協議会でいただきました委員の皆様の御意見を今後の青少年セ

ンターの運営に生かしてまいりますので，忌憚のない御意見どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それでは，「令和７年度活動報告」について，説明致します。 

事前配付資料１ページ上段 １街頭補導（１）街頭補導の実施状況をご

覧ください。表にありますそれぞれの値は，補導委員が地区ごとに行う

地区補導，センター職員と一緒に行う中央補導，センター職員のみで行

うセンター補導，学校の教員や警察官と合同で行うパトロ－ル等を合計

したものとなっております。実施回数は２２９回，補導少年数は３７名



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっております。この補導少年数は昨年度の同時期は４０名でしたの

で，３名の減少となっております。 

続いて補導少年の行為・場所別についてです。同じく資料１ページ（２）

補導少年の行為・場所別状況をご覧ください。この表の，補導場所につ

いて，店舗（大型商業施設）での補導が「怠学」と「その他」を合わせ

て今年度２６名となっております。昨年度は 1０名でしたので，１６名

増加しております。生徒たちの多くが商業施設に集まる傾向があるよう

に見受けられます。なお，今年度の３７名の主な内訳といたしましては，

「怠学」つまり登校せずに店舗内にとどまっていた生徒が２０名，残り

１７名は「その他」として「迷惑行為」や「帰宅指導」等を行っており

ます。 

更に細かくお示ししたものが，次の資料１ページ中段（３）補導少年

の行為・学識別状況になります。この黄色い線で囲まれたこの表の「自

転車の二人乗り」から「その他」まで合計したものが，前の表の「その

他」になります。なお，ここでの「その他」は主に大型商業施設での遊

び方について指導いたしました。 

続きまして，資料２ページ中段 ３通報運動（１）通報件数をご覧く

ださい。青少年センター，警察，消防署への「通報件数」はあわせて４

４４件ありました。 

次に同じく資料２ページ下段（３）通報の主な内容をご覧ください。 

通報の主な内容といたしましては，警察への通報で飲酒が７件，喫煙が

６４件，その他（不審者）が２９３件，の計３６４件。センターへの通

報で窃盗行為が１件，暴走行為が１件，家屋等への無断侵入が１件，そ

の他（不審者）が７７件，の計８０件。昨年度青少年センターへのその

他（不審者）の通報は７８件でしたので，ほぼ同等でした。警察・青少

年センターに通報を合わせると４４４件でした。昨年度の同時期は４８

１件でしたので全体的にやや減少傾向でした。不審者に関する事案につ

いてですが，児童生徒の登下校中に発生している事案もあり，青少年セ

ンターといたしましても，二次被害が発生しないよう，警察との連携は

もとより，近隣学校への注意喚起，必要に応じて市の防犯情報メールに

よる周知，近隣のパトロール等を行い，再発防止に努めております。 

続きまして資料３ページ上段 ４八千代市青少年補導委員連絡協議会

活動をご覧ください。 

本日御出席の補導委員連絡協議会会長を中心に，現在１２０名の補導

委員が，９地区に分かれ，班ごとに補導活動を行っております。今年度

はすでに実施したものも含め，主に１４の活動を行なっております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中でも(８)地域懇談会についてですが，学警連で実施している地区学

校警察連絡委員会に参加していただき，過去に青少年センターへ通報の

あった不審者の発生場所等を確認するとともに，日々地区を見回ってい

る補導員の皆様から危険箇所等をお話いただき，情報共有いたしました。 

（１２）の補導委員全体研修会の第１回では，八千代警察署交通課の

職員を講師としてお迎えし，「道路交通法の改正点や自転車のルールにつ

いて」学んでいただきました。第２回では２月１６日に開催予定です。

第２回につきましては千葉県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課の

職員を講師にお迎えし，ＳＮＳトラブル等の実態や危険性，安全な利用

方法等を学んでいただく機会を設けております。 

続きまして，同じく資料３ページ下段から４ページ，５八千代市学校

警察連絡委員会活動をご覧ください。 

学校警察連絡委員会は，地域の小中義務教育学校，高等学校，特別支

援学校，それぞれの校長，生徒指導担当の教員，八千代警察署の方々で

組織されており，学警連の略称のもと児童生徒の健全育成を目的として，

非行防止や交通安全等について，情報共有や意見交換を行っております。

本日御出席の生活安全課長様はじめ，校長先生方にはとくにお世話にな

っております。全体会である委員会では，活動報告や協議の他，研修と

いたしまして，千葉県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課の職員を

講師としてお迎えし，「ＳＮＳの現状と解決について」というテーマで，

研修を行いました。 

続きまして，資料５ページをご覧ください。 

６センターの活動（会議・パトロール・その他）についてです。ここま

で御紹介してきました補導活動やパトロ－ル以外に，八千代警察署，京

葉地区少年センターの職員との合同パトロ－ルを行いました。 

また，県内青少年補導センターとの連絡会や隣接する千葉市，習志野

市の青少年センターとの情報交換会を実施予定です。 

次に資料６ページ中段 ３成果をご覧ください。 

ここまで御説明したことのまとめとなりますが，成果といたしましては，

大きく３点ございます。 

１点目，各関係機関と連携を図りながら補導活動を行うことができま

した。 

２点目といたしまして，先ほど八千代市補導委員連絡協議会の地域懇

談会のところでも説明いたしましたが，今年度は過去にセンターへ通報

のあった不審者の発生地区について「安全マップ」を作成し，その後共

有しました。地区ごとにどのような場所で不審者が発生しているか可視
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化することができました。 

最後に３点目，昨年度から委員の皆様にも御意見を頂戴してきた「ネ

ット安全教室」ですが，今年度は実施回数を拡大することができました。

詳細はこの後，協議の中で説明させていただきます。 

同じく資料６ページ下段４ 課題をご覧ください。 

 主に高校生の怠学，大型商業施設内で朝から閉店まで寝ている少年や，

大勢で集まり，小さいこどもが遊ぶ場所で騒ぐなど，青少年の過ごし方

に課題が見られました。必要に応じて，当該校との連携と適切なパトロ

ールを継続していきます。また，不審者案件が減少したとはいえ，依然

として多いことが気になります。被害にあってしまった時は，躊躇せず

に「１１０番」することが重要です。今後はこのことを広く周知し，迅

速に事案に対応できるようにしてまいります。 

 次に，青少年センターは，千葉県県民生活課が実施しているネットパ

トロールの情報を市立中学校，義務教育学校後期課程へつなぐ窓口とな

っております。そのため，ネット上の不適切な掲載に関する報告があり

ましたら，速やかに当該学校へ連絡し，対応していただいております。 

 しかし，学校と共に事案の解消に努めておりますが，事案によっては

速やかに対応しきれていない面があることも課題と考えております。常

に新しい知見を踏まえ，適切な機関，団体へつなげられるように努める

必要があると認識しています。  

  以上で令和７年度活動報告につきまして終了いたします。 

 

ただいま，事務局から報告がありましたが，各委員さんから御質問等

ありましたらお願いいたします。 

無いようでしたら次に進ませていただきます。 

続きまして，協議に入らせていただきます。 

（２）令和８年度八千代市青少年センター運営方針（案）について，事

務局は説明をお願いします。 

 

引き続き，「令和８年度運営方針（案）」について説明させていただき

ます。 

資料７ページ上段１基本方針をご覧ください。 

基本方針といたしましては，青少年の非行防止を第一にとらえ，当セン

ターの業務である補導活動，相談業務，資料の収集，整備及び広報活動

のいずれも関係機関等との連携があって実効的な業務の遂行ができるも

のと認識しております。 
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同じく資料７ページ２重点目標をご覧ください。 

重点目標につきましても，関係機関との連携を基盤として補導活動や事

案対応等に努め，青少年の非行防止及び健全育成につなげてまいります。 

続きまして同じく資料７ページ下段 具体的方策をご覧ください。 

ここでは先ほども説明いたしましたとおり，不審者被害等，緊急性が

ある場合にはためらわず「１１０番」できるように広報活動をしてまい

りたいと考えております。また，青少年の健全育成のためには，警察と

の連携はとても重要なものであります。今年度も警察の方には多くの面

で御協力をいただき，成果をあげることができました。八千代市が考え

る「ネット安全教室」の今後の更なる展開にも必要なことでございます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

ただいま，事務局より，説明がありました，令和８年度八千代市青少

年センター運営方針（案）について，何か御意見はございますか。 

 

それではＤ委員お願いします。 

 

不審者による被害について，重要なのは迅速な１１０番通報であると

のことですが，実際に被害にあった後の被害届の関係についてです。い

ろいろ事情があって被害届を出さない場合，加害者へ適切な指導がなさ

れない場合があると思いますが，そのような場合は，警察はどのように

対応しているのでしょうか。 

 例えば再犯防止に向けた取り組みなどはあるのでしょうか。 

 

 Ｇ委員 よろしいでしょうか。 

 

 「立ち直り活動」といった支援があります。例えば一緒にボランティ

ア活動や，柔道本部を通じての取り組みとか，他にはスポーツを通じて

非行防止に向けた支援する取組を行っています。あとは保護者も交えて

少年センターというところで定期的に少年から話を聞いたり，家庭環境

について保護者から話を聞いてみたりするなどして再犯防止に向けた取

り組みを行っております。その際は取り調べを通じて説諭をしながら今

後同じことを繰り返さないように伝えております。 

 

補足として不審者情報につきましては，保護者の方が警察に１１０番
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されたとあれば市は防犯情報メール，市の機能を利用して市内に流して

おります。また，先ほど事務局からも学警連の話がありましたが，学校

のメール配信システムを利用して保護者に周知しております。その後，

センターとしては警察へ情報提供させていただき，児童生徒の下校時刻

に合わせて見守りやパトロール活動など，可能な限りご協力いただいて

おります。 

 

ありがとうございました。Ｄ委員よろしいでしょうか。 

 

もう一つよろしいでしょうか。 

 

お願いします。 

 

ＳＮＳの関係ですが，この後どのように教育されているか出てくると

思いますが，本人が希望しない情報などがＳＮＳ上に流れてくると思い

ますが，情報を正しく判断するような教育はされているのでしょうか。 

 

事務局よろしいですか。 

 

ネットにつきましては市としても情報モラル教育に力を入れておりま

す。また，各学校においても指導しております。この後に改めて説明が

ありますが青少年センターとしてはネット安全教室。各学校においても，

独自に講師を呼ばれて指導しております。他にも教員向けや，生徒指導

主任を対象に定期的に情報モラル教育について情報提供しております。 

 

Ｄ委員よろしいでしょうか。 

他にはＰＴＡなどでも取り組まれているとも聞いております。他には

いかかでしょうか。 

それでは８年度の運営方針に基づき運営していただくよう事務局お願

いします。 

 

 

 

―――以降非公開――― 

 

                                                                                                       


